
 

 

  R7-04030-06159 

令和 8 年 3 月  2 日 

 

関係団体・関係機関の長 様 

 

長 崎 県 医 療 政 策 課 長 

長崎県医療人材対策室長 

長崎県国保・健康増進課長 

長崎県地域保健推進課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

令和７年度医療・介護等支援パッケージのうち「施設整備促進支援事業」に

係る事業計画の提出について 

 

時下、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

日頃より、本県の保健医療行政にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

標記について、令和７年度厚生労働省補正予算のうち、下記の「施設整備促進支援事

業」について、国への事業計画提出及び県の予算編成の参考とするため、令和８年 3月

19日（木）17時までに別添様式の事業計画書のご提出をお願いいたします。 

 

記 

 

１．施設整備促進支援事業 

(１) 事業の内容 

別表１の第１欄及び第２欄に掲げる地域医療介護総合確保基金の事業区分Ⅰ－１

（標準事業例５）に該当する施設の整備に関する事業、別表２の第１欄に掲げる医療

提供体制施設整備交付金の国庫補助事業及び別表３の第１欄に掲げる医療施設等施

設整備費補助金の国庫補助事業（以下「国庫補助事業」という。）の交付対象となる

医療機関等であって、令和７年４月１日から令和８年３月 31日までの間に国庫補助

事業の交付対象となる新築、増改築及び改修（以下「施設整備」という。）に係る本

体工事の契約を締結している医療機関等であって、令和７年４月１日から令和９年３

月 31日までの間に施設整備に着工している者に対して、㎡数に応じた建築資材高騰

分の給付金を支給する。 

 

（２）事業の支給額 

・地域医療介護総合確保基金の事業区分Ⅰ－１（標準事業例５）に該当する施設の

整備に関する事業については、別表１の第３欄に定める物価高騰を反映した単価と

第４欄に定める標準単価との差額に、第５欄に定める基準面積及び第６欄に定める

補助率をそれぞれ乗じて得た額とする。 



 

 

・ 医療提供体制施設整備交付金の国庫補助事業及び医療施設等施設整備費補助金の国

庫補助事業については、別表２及び別表３の第１欄にそれぞれ掲げる国庫補助事業

毎に、同表の第３欄に掲げる構造別に、第４欄に定める物価高騰を反映した単価と

第５欄に定める現行の交付要綱上の単価との差額に、第６欄に定める基準面積及び

第７欄に定める調整率または補助率をそれぞれ乗じて得た額とする。 

 

（３）留意事項 

① 給付金の支給について 

・給付金の支給を受けようとする医療機関は、都道府県に対して、都道府県が必要

と認める書類を添えて申請を行う。 

・都道府県は、給付金の支給について、可能な限り速やかに開始できるよう努めた

上で、申請受付開始日や申請期限を決定するものとする。 

② 給付金の返還について 

給付金の支給を受けた医療機関等は、都道府県に対して事業の実績を報告するこ

ととし、都道府県は、実績報告の内容を確認し、給付金の支給を受けた医療機関等

が以下のア又はイに定める事項に該当する場合、支給を行った給付金全額の返還を

求める。  

ア 令和８年度までに施設整備に着工しなかった場合。  

イ 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合。 

 

２．提出方法 

  「事業計画書」をメールにて国庫補助金の下記担当者へ提出。 

 ※「事業計画書」ファイル及び説明資料は、県のホームページからもダウンロードいた

だけます。 

 ホーム＞分類で探す＞福祉・保健＞医療＞助成制度のご案内＞「施設整備促進支援事業」 

 

３．留意事項 

・全国の医療機関からの申請状況や県予算の都合により、支給額を調整される場合があ

ります。 

・事業計画の提出後、国の指示により補助対象外となる場合があります。 

・本事業は、令和７年度の国庫補助（地域医療介護総合確保基金、医療提供体制施設整

備交付金、医療施設等施設整備費補助金）の交付決定を受けていない医療機関でも、

交付要件に該当する場合は支給対象となります。 

 

４．提出期限  

 令和 ８年 ３月 19日（木）17時 

※ 活用を予定していない場合や支給要件を満たさない場合は、ご提出は不要です。 

※ 厚生労働省への提出期限が定められているため、照会期間が短く大変恐縮ですが、

提出期限までのご提出にご協力をお願いいたします。 



 

 

 

５．添付資料 

・施設整備促進支援事業実施要綱 別表１～３ 

・事業計画書（第１号様式_別表３） 

・【資料】施設整備促進支援事業(R7補正) 

【提出先・問い合わせ】 

ア）地域医療介護総合確保基金 
長崎県福祉保健部医療政策課  
医療企画班 田本 
TEL：095-895-2462 
E-mail：s040308@pref.nagasaki.lg.jp 

 
イ）医療提供体制施設整備交付金 
長崎県福祉保健部医療政策課  
地域医療班 村井 
TEL：095-895-2461 
E-mail：s040308@pref.nagasaki.lg.jp 

 
ウ）医療施設等施設整備費補助金 
長崎県福祉保健部医療人材対策室 
医師確保推進班 水久保 
TEL：095-895-2421 
E-mail：ma-mizukubo@pref.nagasaki.lg.jp 

 
（ウのうち） 
 ※国保診療所に関するもの 
  長崎県国保・健康増進課 
  医療費適正化推進班 森 

  TEL：095-895-2494 
  E-mail：ryo.mori@pref.nagasaki.lg.jp 

  ※新興感染症対応力強化事業 
長崎県福祉保健部地域保健推進課 
感染症対策担当班 田村 
TEL：095-895-2466 
E-mail：s040309kansen@pref.nagasaki.lg.jp 
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